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船舶事故調査報告書 

 

平成２１年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２１年６月２４日 １０時３０分～１１時３０分ごろ、船長は

落水したものと考えられる。） 

発生場所 不明（兵庫県明石市江井ヶ島港南方約５,７００ｍ付近で船長は発見され

た。） 

事故調査の経過  平成２１年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七竹田
たけだ

丸、４.９トン 

 ＨＧ３－２５９０１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.８５ｍ(Lr)×３.５０ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和６２年４月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年４月６日 

  免許証交付日 平成１８年５月１８日 

         （平成２３年１０月１２日まで有効） 

甲板員 男性 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士（５トン未満限定） 

  免許登録日 平成１６年１０月２２日 

  免許証交付日 平成１６年１０月２２日 

         （平成２１年１０月２１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、平成２１年６月２４日０５時３０分ごろ、船長ほか１人が乗り

組み、たい漁の目的で、兵庫県明石市西二見の船だまりを出港し、明石市

江井ヶ島
え い が し ま

港南方沖の漁場での操業を終え、１０時３０分ごろ、帰港するこ

ととした。船長は、操舵室右横の通路に置かれた木製のいすに腰かけ、右

足をブルワークに置いた姿勢で、機関及び舵を遠隔操作し、甲板員は、船

首甲板上で、漁獲した魚を魚倉に入れる作業等を行っていた。 

 １１時３０分ごろ、甲板員が作業を終えて操舵室の方に戻ったところ、

船長がいなくなったことに気付き、陸上の親族に連絡をするとともに、漁

場までさかのぼりながら捜索したが、発見できなかった。甲板員の親族は
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甲板員からの連絡を受け、所属する漁業協同組合に連絡し、１２時１６

分、同漁協から海上保安庁に通報した。 

 ６月３０日０６時３３分ごろ、江井ヶ島港南方約５,７００ｍ付近におい

て、同漁協所属の漁船が、船長を発見し、その後、溺水と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西～西、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約１～１.５ｍ、水温 約２５℃ 

 その他の事項 本船に救命胴衣は搭載されていたが、本事故時、船長及び甲板員は、救

命胴衣を着用していなかった。 

 同漁協では、本事故を受け、組合員全員に、ウエストポーチ型の救命胴

衣のパンフレットを回覧して購入を促す案内をした。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

不明 

 死因は溺水であった。 

 船長は、救命胴衣を着用せずに落水したため、

溺水した可能性があると考えられる。 

 船長が落水した状況については、明らかにする

ことはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、明石市江井ヶ島港南方沖の漁場から帰航中、船長が

救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられ

る。 

 




